
   
 

 1 / 4 

Press Release 
報道関係者各位 

※厚生労働記者会、文部科学記者会、こども家庭庁記者クラブにもお送りしています。 

 

 

202６年3月１２日 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

https://www.savechildren.or.jp/ 

 

ひとり親など、経済的困難のある妊産婦らへアンケート調査 

半数以上が「無職」「世帯の貯金ゼロ」で、現金給付など経済的支援の希望多数 

一方、支援者側はメンタル面や育児など生活支援を重視、妊産婦との意識の差が浮き彫りに 
 

 

子ども支援専門の国際 NGO である公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（理事長:井田純一郎、本部：東京

都千代田区、以下セーブ・ザ・チルドレン）は、誕生時から「健康に、安心、安全な環境で育つ」といった子どもの権利を保

障するため、経済的困難などを抱える妊産婦とそのパートナー、家族の育児費用の負担軽減を目的に、育児用品のセッ

ト「ハロー！ベビーボックス」を提供しており、今回、同事業に応募した方々（約３００世帯）と、支援者（自治体や支援団

体の担当者約６００人）の双方へのアンケートを行いました。 

 

本日 3 月 12 日に、調査結果を発表します。 

 

本調査は、経済的困窮に加えて、若年妊娠や未婚・ひとり親、多子世帯、妊産婦に知的障害や精神疾患がある、在留資

格が不安定など、特定の困難がある妊産婦について、妊娠・出産にかかる経済的負担感や悩み、求める支援などの実態

を把握することを目的に実施しました。合わせて、支援者である自治体担当者・医療機関・支援団体などにもアンケート

を行うことで、妊産婦と支援現場との意識の違いを調査しています。 

 

今回の調査では、応募者の半数以上が「無職」かつ「世帯の貯金ゼロ」と回答、また約 9 割が妊娠・出産によって思う

ように働けず、経済的に逼迫している状況が明らかとなりました。 

また、妊産婦本人は現金給付や経済的支援の希望が高く、メンタル面での支援や愛着形成、家事・育児支援などの生

活面の支援希望は低い結果に。これは生活支援を重視する支援者側とは逆の結果で、妊産婦側との差が明らかになり

ました。 

 

※有効回答数は、2025 年 9 月～11 月に実施した「一般応募アンケート」316 件（42 都道府県から回答）、自治体・

医療機関・支援団体などによる「代理応募」637 件（4６都道府県から回答）です。調査概要は p.4 参照。 

 

■調査結果報告書はこちら：

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/report-hbb2025Autumn.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査結果のハイライト＞ 

1. 妊娠・出産期の困窮、家族や親族にも相談できず 

一般応募について、応募者は「無職」が57.9%、世帯の貯金額については50.0％が貯金０円（グラフ 1）と、妊

娠・出産というお金が必要とされる時期に、経済的に困窮している割合が高いことが明らかとなった。さらに、

71.5％が家族や親族に経済的な支援や大事な相談ごとができないと回答し、経済的困難の深刻さも浮き彫り

になっている。 

 

2. 未婚・ひとり親世帯における養育費取り決めは 5%未満、子どもの権利が確保されず（グラフ 2） 

一般応募について、応募条件で「応募時点で未婚またはひとり親」と回答した人のうち、養育費について文書で

「取り決めをしている」との回答は 4.3％にとどまり、「取り決めをしていない」が 32.9％と最も多かった。次

いで「相手と連絡をとっていない、連絡がつかない、関係が切れた」は２３．６％だった。本来養育費は、子ども

の権利として確保されるべきものである。 

 

3. 応募者は経済支援を希望、支援者側は生活面の支援を重視し、意識の差が明らかに（グラフ 3） 

希望する支援について、「定期的な紙おむつやおしりふき、離乳食（レトルト）などの赤ちゃんに必要な消耗品の

受け取り」が妊産婦本人による一般応募で 90.8％、自治体や支援団体らによる代理応募で 73.8％と、両者

に共通して最も高い割合となった。一方、現金給付や経済的支援については、一般応募では希望する割合が高

く、代理応募では相対的に低い結果となった。これに対して、妊娠中や産後のメンタル面での支援、赤ちゃんと

の愛着形成支援、掃除・洗濯や赤ちゃんのお世話に関する支援については一般応募では希望する割合が低く、

代理応募では高い割合を示した。 

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/report-hbb2025Autumn.pdf
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＜本調査結果を受けての今後の活動＞ 

セーブ・ザ・チルドレンはこうした調査結果を踏まえ、低所得世帯向けの紙おむつなど育児用品の支給や、特に支援

が必要な妊産婦へのサポート強化を、こども家庭庁をはじめ関係省庁や自治体へ訴えていきます。 

また、低所得世帯の育児費用の負担を軽減し、少しでも安心して赤ちゃんを迎える準備ができるよう、引き続き「ハ

ロー！ベビーボックス」を通じて「健康に、安心、安全な環境で育つ」といった子どもの権利を保障するため、支援を継

続していきます。 

（「ハロー！ベビーボックス」2026 年春は 4 月頃応募開始予定、詳細は近日当会ウェブサイトにて公開予定） 

 

＜主な調査結果＞ 

 

 

 

 

Q.あなたの世帯の現在の貯金額について、あてはまるもの１つを選んでください。配偶者・パートナーがいる場合

は、二人の合計の貯金額について回答してください。未婚・ひとり親で親と同居の場合は、あなたの貯金額について

のみ、回答してください。（必須・単数回答） 

 

Q.応募条件で「C.応募時に未婚またはひとり親」を選んだ方は、養育費の取り決めについてあてはまるものをす

べて選んでください。（必須・複数回答） 
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文書（判決、調停、審判など裁判所）で取り決めをしている

上記以外の文書で取り決めをしている

協議中

取り決めをしていない

養育費を支払ってほしくない（相手と関わりたくない）

相手に妊娠したことを伝えていない

相手が認知していない、認知するつもりがない

相手と連絡をとっていない、連絡がつかない、関係が切れた

養育費についてよく知らない

その他

回答しない

n=237

※本設問は複数回答であるが、「文書で取り決めをしている」に該当する選択肢（赤枠部分）については、重複回答はなかった。

グラフ2

※報告書p.9

グラフ 1 
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＜調査結果を受けて＞ 

セーブ・ザ・チルドレンはこうした調査結果を踏まえ、誕生時から「健康に、安心、安全な環境で育つ」といった子ど

もの権利を保障するため、下記 4 点を、こども家庭庁をはじめ関係省庁や自治体へ訴えていきます。 

 

1. 妊娠期から産後にかけた「物品支援・現金給付」の拡充と柔軟な活用 

妊娠・出産により経済的不安を抱える妊産婦が多く、妊娠期から産後早期にかけて、即時性の高い物品支援や利

用できる経済的支援の整備が求められている。 

 

2. 経済的支援を基盤とした生活・育児支援の必要性 

経済的困難が深刻な状況では、物品や経済的支援を基盤とした上で、生活支援や育児支援を行うことが重要で

ある。 

 

3. 子どもの権利として養育費を確保するための、妊娠期からの伴走型支援 

養育費の取り決めが極めて低い実態を踏まえ、養育費を子どもの権利として位置づけ、妊娠期から継続的に寄

り添う支援が重要である。 

 

4. 自治体と NPO、市民団体との積極的な連携を 

制度で対応が難しいケースにおいて、自治体が NPO や市民団体と連携し、支援を補完する体制づくりが求めら

れる。 

 

Q.妊娠中～産後であなたが希望する支援について、あてはまるものを最大で５つまで選んでください。（任意・

複数回答） 
※自治体・医療機関・支援団体による代理応募では、特定妊婦や継続的な支援が必要な乳幼児を育てる世帯にとって、必要な支援についてた

ずねた。 
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定期的な紙おむつやおしりふき、離乳食（レトルト）などの

赤ちゃんに必要な消耗品の受け取り

児童手当や児童扶養手当などの増額

生活保護以外の、妊娠中～産後１年くらいに

短期間で利用できる経済的な支援

低所得世帯を対象とした妊娠・出産後の出産・育児応援金の増額

掃除や洗濯、料理、お金のやりくりなどの生活の支援

妊娠中や産後のメンタル面（産後うつの予防やその他精神疾患、

精神的不調）の支援

就職、資格取得などの就労支援

赤ちゃんのお風呂への入れ方や授乳・おむつ替え・寝かしつけの

方法などについての支援

病院や助産院などで妊婦健診時に相談できる体制の強化

親子のこころのつながりを高め、赤ちゃんの気持ちに寄り添った

かかわり方の支援（愛着形成支援）

その他

回答しない

無回答

一般応募

代理応募

n=316

n=637

グラフ3

※報告書p.13
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「ハロー！ベビーボックス」 2025 年秋 応募時アンケート調査概要 

 

 調査地域 ： 一般応募（妊産婦本人による応募）：42 都道府県 

      代理応募（自治体・医療機関・支援団体が妊産婦  

      の代理として応募）：４6 都道府県 

 調査対象 ： 一般応募３１６世帯/代理応募 637 件 

 調査方法 ： 応募時にオンラインフォームへ回答 

 回収期間 ： ２０２５年 9 月 25 日～11 月 14 日 

 回収状況 ： 回答率 100％ 

 

 

 

「ハロー！ベビーボックス」2025 年秋 実施概要  

【実施期間】 ・応募期間：２０２５年 9 月 25 日～11 月 14 日  ・発送：2025 年 11 月下旬より順次 

【提供件数】  一般応募 236 件（236 世帯へ 2３６箱を提供） 

※双子を含む。全国の妊産婦からの応募のうち、応募条件を満たした方（応募総数は 316 件） 
 

 代理応募５１４件 

※妊産婦本人による応募が難しい場合に自治体・支援団体・医療機関などが代理で応募（応募総数

は 637 件） 

 

◼ 提供数合計 750 件 

【対象者】 
応募締切時（2025 年 11 月 14 日）に妊娠 22 週（安定期）以降～産後 1 ヶ月程度である。 

【応募条件】 次のいずれかに該当し、かつ収入条件を満たす方が対象 
 

A. 若年妊娠（20 歳未満の妊娠）または学生（妊娠後に中退・退学された方、20 歳以上の方も含

む）である 

B. 多子世帯（妊娠中の子を含め、18 歳未満の子どもが 3 人以上いる） 

※妊娠中の子が双子の場合は 2 人と数えます。 

C. 応募時点で未婚またはひとり親 

D. 妊産婦に知的障害、精神疾患がある（障害者手帳の有無は問いません） 

E. 難民申請中・仮放免中・避難民など在留資格が不安定で公的制度を利用できない 

F. その他上記以外で新生児用品の準備が困難で支援を必要とする 

※収入条件は住民税所得割非課税世帯＋20 万円程度  

【提供内容】  以下の新生児用品を詰め合わせたボックス 

紙おむつ/オムツ替えマット/無添加洗濯用せっけん・柔軟剤/ベビーソープ/ボディーローション/お

しりふき/新生児用短肌着・コンビ肌着・カバーオール/新生児用ガラガラ/体温計/入浴布/ガーゼ

ハンカチセット/ベビー綿棒/お母さん用リラックスグッズ（アイマスク） 

【実施目的】 誕生時から「健康に、安心、安全な環境で育つ」といった子どもの権利を保障するため、経済的困難

な状況にある低所得世帯やその他さまざまな困難を抱える妊産婦とそのパートナー、家族の育児

費用の軽減を目的とし、新生児に必要な育児用品を提供する。  
 

【取材のお申し込みや、本件に対する報道関係の方のお問い合わせ】 

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 広報 

TEL：03-6859-0355 E-mail: japan.press@savethechildren.org  

 

 

 

 

 

 

「ハロー！ベビーボックス」2025 年秋 

（内容物は下記の表参照） 
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